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全体会会場：ウィルあいち（17日）

全国人権連 人権と部落（同和）問題セミナー

｢

部
落
差
別｣

固
定
化
法
の
実
効
化
阻
止
へ

　

全
国
人
権
連
は
１
月
26
日
、
都
内
で
「
人
権
と
部
落
（
同
和
）
問
題
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
。
さ
き
の

臨
時
国
会
で
成
立
し
た
「『
部
落
差
別
』
固
定
化
法
」（
部
落
差
別
解
消
推
進
法
）
の
問
題
点
を
学
び
、

同
法
を
始
動
さ
せ
な
い
各
地
の
取
り
組
み
を
交
流
し
ま
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
丹
波
正
史
議
長
が
「
固
定
化
法
を
許
さ
な
い
た
た
か
い
の
出
発
点
に
な
る
学
習
会
に

し
た
い
」
と
開
催
の
意
義
を
強
調
。
元
大
阪
経
法
大
学
法
学
部
教
授
の
奥
山
峰
夫
氏
が
「『
部
落
名
簿
』

問
題
を
考
え
る
―
部
落
問
題
解
決
に
か
か
わ
っ
て
」
で
講
演
し
た
あ
と
、
大
阪
、
兵
庫
、
福
岡
か
ら
各

地
報
告
が
あ
り
、
質
疑
応
答
で
意
見
交
換
を
し
ま
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
の
主
催
者
あ
い

さ
つ
で
丹
波
議
長
は
、
２
０

１
７
年
を
安
倍
内
閣
の
憲
法

改
悪
、
共
謀
罪
画
策
、
格
差

と
貧
困
阻
止
の
１
年
に
し
よ

う
と
前
置
き
、
①
人
権
連
運

動
の
新
し
い
裾
野
を
広
げ
て

き
た
部
落
差
別
固
定
化
法
を

許
さ
な
い
た
た
か
い
を
発
展

さ
せ
る
②
「
解
同
」
の
人
権

侵
害
救
済
法
の
画
策
を
阻
止

③
部
落
差
別
の
残
存
を
強
調

し
、
国
民
に
誤
解
を
与
え
て

い
る
公
益
財
団
法
人
人
権
教

育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
『
ア
イ
ユ
』
の

批
判
を
重
視
し
た
た
た
か
い

が
必
要
と
訴
え
ま
し
た
。

　

講
演
で
奥
山
氏
は
、
そ
も

そ
も
『
部
落
地
名
総
鑑
』
は

１
９
７
４
年
11
月
の
八
鹿
高

校
事
件
が
契
機
に
な
っ
て
発

行
さ
れ
た
と
指
摘
。
同
氏
は

地
名
総
鑑
事
件
の
経
過
に
ふ

れ
て
、
八
鹿
高
校
事
件
の
翌

75
年
11
月
に
『
人
事
極
秘
・

部
落
地
名
総
鑑
』
発
行
の
チ

ラ
シ
が
「
解
同
」
大
阪
府
連

に
送
ら
れ
て
き
て
発
覚
し

た
。
同
大
阪
府
連
の
記
者
会

見
を
受
け
総
務
庁
長
官
と
労

第
7
期
第
１
回
拡
大
幹
事
会
ひ
ら
く

固
定
化
法
廃
止
を

全
会
員
の
も
の
に

止
の
要
求
で
あ
れ
ば
、
国
に

法
施
行
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

も
と
め
て
い
い
の
か
」
と
の

意
見
が
だ
さ
れ
、
同
事
務
局

長
は
「
法
の
問
題
点
を
一
般

に
も
わ
か
り
易
く
コ
ン
パ
ク

ト
に
ま
と
め
、
国
と
地
方
の

役
割
分
担
と
係
わ
り
附
帯
決

議
で
抑
え
込
ん
で
い
く
」
と

の
考
え
を
示
し
ま
し
た
。

働
大
臣
の
談
話
、
12
省
庁
事

務
次
官
に
よ
る
経
済
５
団
体

に
対
す
る
要
請
、
大
阪
法
務

局
長
の
購
入
企
業
へ
の
勧
告

な
ど
、
行
政
の
一
連
の
事
後

対
策
で
「『
部
落
地
名
総

鑑
』
が
悪
質
な
部
落
差
別
文

書
」
と
い
う
評
価
が
定
着
し

た
と
い
う
。

　

77
年
４
月
に
「
解
同
」
か

ら
確
認
・
糾
弾
さ
れ
た
発
行

編
集
者
の
Ｔ
氏
は
発
行
の
意

図
を
「
八
鹿
高
校
集
団
暴
力

事
件
を
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン

ス
と
と
ら
え
た
」
と
い
う
。

発
行
案
内
チ
ラ
シ
は
「
八
鹿

高
校
暴
力
事
件
、
リ
ン
チ
事

件
が
発
生
し
て
社
会
問
題
に

な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い

ち
高
校
の
問
題
で
は
な
く
企

業
に
お
い
て
も
起
こ
り
え
な

い
と
断
言
で
き
ま
せ
ん
」
と

企
業
の
不
安
を
煽
り
、
当
の

「
解
同
」
さ
え
も
「
的
を
射

て
お
り
、
買
う
人
た
ち
の
気

持
ち
を
う
ま
く
つ
か
ん
で
い

る
。
八
鹿
高
校
の
問
題
も
出

て
い
る
し
」
と
チ
ラ
シ
の
宣

伝
文
を
評
価
し
た
ほ
ど
と
紹

介
。

　

奥
山
氏
は
「
地
名
総
鑑
に

よ
っ
て
就
職
差
別
を
受
け
た

人
は
い
た
の
か
疑
問
」
と
し

て
、
最
後
に
「
部
落
問
題
解

決
の
指
標
は
、
非
科
学
的
な

認
識
や
偏
見
に
も
と
づ
く
言

動
が
そ
の
地
域
社
会
で
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
状
況
が
つ
く

り
だ
さ
れ
る
（
全
解
連
第
16

回
大
会
決
定
の
４
つ
に
指

標
）
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

か
」
と
講
演
を
締
め
く
く
り

ま
し
た
。

　

各
地
報
告
で
は
大
阪
の
谷

口
正
暁
民
権
連
委
員
長
が

「
解
同
」
が
同
法
を
利
用
し

て
策
動
を
は
じ
め
て
い
る

が
、

大
阪
の
実
態
は
「
部

落
」
も
「
部
落
問
題
も
存
在

し
な
い
」
と
し
て
、
法
廃
止

の
運
動
を
す
る
と
報
告
。
兵

庫
の
前
田
武
事
務
局
長
は
、

廃
案
を
求
め
る
連
絡
会
を
結

成
し
、
署
名
・
衆
参
法
務
委

員
へ
要
請
し
た
。「
解
同
」

が
自
治
体
に
同
法
の
具
体
化

を
求
め
て
い
る
こ
と
を
告

発
、
条
例
化
阻
止
・
法
の
廃

止
に
全
力
を
挙
げ
る
と
決

意
。
福
岡
の
植
山
光
朗
事
務

局
長
は
同
法
の
廃
止
を
県
下

全
自
治
体
に
要
請
、
同
和
新

法
廃
止
に
は
腹
を
据
え
て
取

り
組
む
と
述
べ
ま
し
た
。

（
各
地
報
告
の
要
旨
は
４
面

で
紹
介
）

　

全
国
人
権
連
は
第
７
期
第

１
回
拡
大
幹
事
会
を
開
き
、

「『
部
落
差
別
』

固
定
化

法
」
反
対
運
動
の
総
括
と
今

後
の
た
た
か
い
、
第
13
回
全

採
決
を
阻
止
し
、
参
議
院
法

務
委
員
会
の
参
考
人
質
疑
を

実
現
さ
せ
、
附
帯
決
議
を
引

き
出
し
た
こ
と
は
国
会
内
外

の
反
対
運
動
の
大
き
な
成
果

と
報
告
。
今
後
の
た
た
か
い

で
は
①
政
治
的
に
廃
止
さ
せ

る
た
め
に
、
国
会
内
反
対
政

党
の
伸
長
と
多
数
派
形
成
を

目
指
す
②
地
方
で
の
法
逸
脱

・
乱
用
を
防
ぐ
た
め
に
参
考

人
質
疑
で
提
案
者
が
「
糾
弾

は
し
な
い
、
財
政
出
動
は
な

い
、
旧
地
区
・
住
民
を
対
象

に
し
た
実
態
調
査
は
し
な

い
」
と
の
弁
明
を
周
知
徹

底
、
衆
参
の
附
帯
決
議
を
遵

守
さ
せ
る
運
動
を
強
調
し
ま

し
た
。

　

質
疑
で
は
「
会
員
が
法
の

内
容
を
よ
く
理
解
し
、
反
対

運
動
に
と
り
く
め
る
よ
う
に

し
て
も
ら
い
た
い
」「
法
廃

「部落地名総鑑」で就職差別を受けた人がいたかは疑問と話す奥山峰夫氏＝1月26日、都内

国
研
究
集
会
（
愛
知
＝
開

催
）
な
ど
、
当
面
す
る
諸
課

題
を
議
論
し
ま
し
た
。

　

冒
頭
、
丹
波
議
長
は
「
固

定
化
法
反
対
の
取
り
組
み
で

は
マ
ス
コ
ミ
、
国
会
議
員
へ

の
働
き
か
け
を
重
視
。
部
落

問
題
の
実
態
は
解
決
の
流
れ

に
あ
る
こ
と
を
市
民
に
伝
え

る
こ
と
を
組
織
と
し
て
意
識

的
に
追
及
す
る
」
と
あ
い
さ

つ
。

　

議
案
提
案
で
新
井
直
樹
事

務
局
長
は
「
固
定
化
法
反
対

運
動
の
総
括
と
今
後
の
た
た

か
い
」
に
ふ
れ
て
、
同
法
案

は
自
民
党
ら
の
３
度
の
強
行

第7期第1回拡大幹事会＝1月26日、都内

　

１
月
28
日
、
大
分
県
宇
佐

市
の
四
日
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
で
大
分
県
地
域
人

権
運
動
連
合
会
が
正
式
に
発

足
。
会
長
に
西
郡
均
氏
、
事

務
局
長
に
用
松
律
夫
氏
が
就

任
し
ま
し
た
。

　

こ
の
日
、
人
権
連
宇
佐
市

協
議
会
と
由
布
市
協
議
会
も

発
足
。
中
津
市
と
豊
後
高
田

市
で
は
準
備
中
で
す
。

大
分
で
人
権
連
発
足
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2016年度
政府交渉

「
解
同
」が

既
に
乱
用

法務省
　

全
国
人
権
連
は
、
１
月
27
日
に
各
省
庁
と
交
渉
。
部
落
差
別
解
消
法
の

乱
用
防
止
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
早
期
作
成
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
撤
退
、
部
落
問
題
の
教

科
書
記
述
の
見
直
し
な
ど
を
要
求
し
ま
し
た
。

　

法
務
省
人
権
擁
護
局
と
の

交
渉
は
、
丹
波
正
史
議
長
、

吉
村
駿
一
副
議
長
、
新
井
直

樹
事
務
局
長
等
17
名
が
参

加
。
省
は
森
本
加
奈
総
務
課

長
を
は
じ
め
人
権
啓
発
課

長
、
人
権
救
済
課
長
等
が
応

対
し
ま
し
た
。

　

要
求
内
容
で
は
先
ず
、
12

月
16
日
に
公
布
さ
れ
た
「
部

落
差
別
解
消
推
進
法
」
に
つ

い
て
、「
部
落
差
別
」
の
定

義
が
な
く
具
体
的
実
施
が
不

能
と
す
る
立
場
か
ら
省
の
見

解
を
求
め
ま
し
た
。
ま
た
参

議
院
附
帯
決
議
は
「
過
去
の

民
間
運
動
団
体
の
行
き
過
ぎ

た
言
動
等
、
部
落
差
別
の
解

消
を
阻
害
し
て
い
た
要
因
を

踏
ま
え
、
こ
れ
に
対
す
る
対

策
を
講
ず
る
こ
と
も
併
せ

て
、
総
合
的
に
施
策
を
実
施

す
る
こ
と
」「
教
育
及
び
啓

発
に
よ
り
新
た
な
差
別
を
生

む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
留
意

し
つ
つ
、
そ
れ
が
真
に
部
落

差
別
の
解
消
に
資
す
る
も
の

と
な
る
よ
う
、
そ
の
内
容
、

手
法
等
に
配
慮
す
る
こ
と
」

「
国
は
、
部
落
差
別
の
解
消

に
関
す
る
施
策
の
実
施
に
資

す
る
た
め
の
部
落
差
別
の
実

態
に
係
る
調
査
を
実
施
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
当
該
調
査

に
よ
り
新
た
な
差
別
を
生
む

こ
と
が
な
い
よ
う
に
留
意
し

つ
つ
、
そ
れ
が
真
に
部
落
差

別
の
解
消
に
資
す
る
も
の
と

題
に
関
す
る
差
別
を
念
頭
に

し
て
い
る
と
の
理
解
を
示
し

ま
し
た
。
ま
た
「
行
き
過
ぎ

た
言
動
」
に
つ
い
て
仮
に
あ

れ
ば
新
た
な
差
別
を
生
む
も

の
と
な
る
。
教
育
啓
発
は
行

政
機
関
の
主
体
性
中
立
性
の

確
保
が
求
め
ら
れ
る
。「
実

態
に
係
わ
る
調
査
」
は
内
容

の
検
討
の
方
法
も
含
め
考
え

て
い
る
と
回
答
。

　

参
加
し
た
大
分
県
宇
佐
市

の
議
員
か
ら
１
月
20
日
、
市

と
の
話
し
合
い
で
解
放
同
盟

は
「
同
和
地
区
住
民
」
の
学

歴
や
年
収
の
調
査
を
要
求

し
、
市
は
「
県
に
実
施
を
求

め
る
」
と
回
答
し
た
こ
と
を

取
り
上
げ
、
法
の
乱
用
が
既

に
生
じ
て
い
る
と
省
に
事
実

確
認
を
求
め
ま
し
た
。
省
は

「
法
律
上
調
査
は
国
が
行
う

も
の
」
と
回
答
し
調
査
を
約

束
し
ま
し
た
。
参
加
者
は
自

治
体
や
国
民
に
混
乱
が
生
じ

な
い
よ
う
、
国
は
早
期
に
法

や
附
帯
決
議
の
解
釈
を
明
ら

か
に
す
べ
き
だ
と
迫
り
ま
し

た
。

　

群
馬
県
連
の
代
表
は
、
12

月
は
じ
め
に
渋
川
市
内
で
標

柱
に
落
書
き
が
さ
れ
た
事
に

対
し
、
前
橋
法
務
局
は
市
の

相
談
に
対
し
て
広
報
へ
の
掲

載
を
指
導
し
た
問
題
を
取
り

上
げ
、「
差
別
事
象
で
は
な

い
」
も
の
だ
と
、
指
導
の
撤

回
を
強
く
求
め
、
省
は
事
実

確
認
を
約
束
し
ま
し
た
。

　

ま
た
公
益
財
団
法
人
人
権

教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の

広
報
誌
「
ア
イ
ユ
」
は
１
月

号
に
法
成
立
の
意
義
を
掲
載

し
、「
差
別
落
書
き
」
も
続

戸
別
所
得
補
償
の
復
活
を
要
求

農林省

め
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
大
統

領
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
か
ら
脱
退

の
大
統
領
令
で
、
２
国
間
協

議
に
よ
る
圧
力
が
大
い
に
懸

念
さ
れ
る
。
農
家
経
営
は
さ

ら
に
不
安
定
に
な
り
、
先
行

き
不
安
が
予
想
さ
れ
る
。
Ｔ

Ｐ
Ｐ
か
ら
の
離
脱
・
日
米
Ｆ

Ｔ
Ａ
拒
否
と
日
本
の
農
業
に

国
か
ら
さ
ら
な
る
制
度
・
援

助
を
強
く
要
望
す
る
意
見
が

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

米
価
暴
落
で
「
こ
れ
以
上

広域隣保各府県別実施箇所数及び補助額

府県市名

実施箇所数 補助額（千円）

平成年度

28 27 26 28 27 26

1茨城県 7 7 9 3,183 3,183 3,183  

2埼玉県 3 3 3 1,848 2,010 2,076

3新潟県 1 1 1 523 526 606

4長野県 4 4 4 2,612 2,885 3,183

5三重県 2 2 2 550 602 1,017

6滋賀県 4 4 6 2,612 2,904 4,239

7京都府 14 13 11 6,507 6,834 8,364

8兵庫県 3 3 3 1,959 2,178 2,418

9鳥取県 2 2 2 1,116 1,206 1,270

10島根県 11 14 11 3,080 3,683 3,299

11広島県 5 6 6 3,267 3,630 4,139

12徳島県 1 1 1 653 726 806

13香川県 1 1 - 653 726 -

14愛媛県 9 9 9 5,878 6,518 7,130

15福岡県 9 6 6 5,881 4,356 4,836

16熊本県 2 2 2 1,124 1,250 1,292

17大分県 4 4 7 2,610 2,904 3,224

18福岡市 7 7 7 4,574 5,082 5,645

合計 89 89 87 48,630 51,203 56,727

※交付決定決定実績

出
と
の
認
識
を
示
す
な
ど
誤

っ
た
理
解
が
拡
散
さ
れ
て
い

る
と
指
摘
し
、
同
和
問
題
パ

ン
フ
類
の
中
味
や
人
事
も
含

　

耕
作
放
棄
地
の
現
状
調
査

を
要
望
。
そ
れ
が
鳥
獣
被
害

の
原
因
に
も
な
っ
て
い
る

と
、
埼
玉
、
三
重
な
ど
か

ら
、
イ
ノ
シ
シ
、
鹿
、
た
ぬ

き
、
さ
る
な
ど
の
被
害
の
現

状
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

土
地
改
良
や
施
設
建
設
な

ど
で
、
小
規
模
共
同
施
設
の

な
る
よ
う
、
そ
の
内

容
、
手
法
等
に
慎
重

に
検
討
す
る
こ
と
」

の
３
点
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
て
い
る

の
か
、
法
の
解
釈
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
求
め
ま
し
た
。

　

法
に
記
さ
れ
た

「
部
落
差
別
」
に
つ

い
て
省
は
、
こ
れ
ま

で
「
同
和
問
題
」
と

い
う
用
語
を
用
い
て

お
り
、
法
は
同
和
問

　

農
林
水
産
省
と
の
話
し
合

い
は
、
橋
本
忠
巳
副
議
長
、

加
藤
哲
生
常
任
幹
事
、
他
各

県
代
表
10
名
が
参
加
、
省
側

は
武
藤
誠
課
長
補
佐
、
他
９

名
の
職
員
が
対
応
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
合
意
内
容
に
関
し

て
、「
農
産
物
重
要
５
品
目

関
税
撤
廃
」
に
つ
い
て
、
基

本
的
に
は
維
持
確
保
で
き
た

と
の
報
告
あ
り
。
し
か
し
国

会
で
農
水
大
臣
も
「
無
傷
な

も
の
は
一
つ
も
無
い
」
と
認

策
を
要
望
。
省
側
か
ら
、
小

さ
な
拠
点
を
つ
く
り
、
国
交

・
農
水
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
３

０
０
０
ケ
所
作
る
計
画
。
地

方
創
生
支
援
金
１
０
０
０

億
円
の
活
用
、
地
域
の
話

し
合
い
で
ビ
ジ
ョ
ン
の
方

向
付
け
す
る
な
ど
の
支
援

が
あ
る
と
紹
介
。

農林省と交渉

法務省と交渉

利
用
な
ど
、
補
助
率
が
内
容

に
よ
っ
て
、
割
合
が
異
な
る

制
度
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
を

利
用
し
て
地
元
負
担
を
軽
減

で
き
る
と
回
答
。

関
連
し

て
、
上
流
で
土
地
改
良
事
業

を
実
施
す
る
と
、
下
流
の
方

は
８
年
間
変
更
が
で
き
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
８

め
、
セ
ン
タ
ー
の
公
正
・
中

立
を
指
導
す
る
こ
と
を
強
く

求
め
ま
し
た
。

米
づ
く
り
は
続
け
ら
れ

な
い
」
と
い
う
声
が
農

村
で
わ
き
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
２
年
後

に
経
営
安
定
対
策
が
廃

止
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

戸
別
所
得
補
償
制
度
の

復
活
を
求
め
ま
し
た
。

　

農
業
、
林
業
の
従
事

者
は
高
齢
化
が
進
み
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
確
保
が

難
し
く
な
っ

て
い
ま

す
。
過
疎
集
落
の
現
状

把
握
を
し
て
、
そ
の
対

年
は
長
す
ぎ
る
。
上
流
で
続

け
て
事
業
を
実
施
さ
れ
る

と
、
下
流
で
は
長
い
間
変
更

で
き
な
い
。
も
う
少
し
短
く

で
き
な
い
か
の
要
望
に
、
国

の
事
業
で
実
施
し
て
い
る
の

で
、
す
ぐ
転
用
さ
れ
て
も
問

題
な
の
で
、
理
解
し
て
も
ら

い
た
い
と
の
回
答
で
し
た
。

厚労省

が
８
割
。「
選
考
採
用
委

員
」
手
帳
の
同
和
偏
重
資
料

の
是
正
要
求
に
は
今
年
度
か

ら
「
手
帳
廃
止
」
の
回
答
。

同
和
対
策
延
長
の
隣
保
館
経

由
の
雇
用
保
険
適
応
日
数
上

乗
せ
制
度
や
保
育
師
加
配
の

即
時
廃
止
要
求
に
は
「
地
域

の
実
情
を
ふ
ま
え
て
」
と
曖

昧
な
回
答
。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
「
家
内
労

働
条
約
」
の
早
期
批
准
と
家

内
労
働
法
の
改
正
、
低
工
賃

・
長
時
間
労
働
の
解
消
と
未

払
い
工
賃
の
立
替
払
制
度
確

立
要
求
に
は
「
家
内
労
働
の

工
賃
は
給
料
で
は
な
い
の
で

厚労省と交渉

該
当
し
な
い
」
と
回
答
。
参

加
者
か
ら
、
改
正
を
主
張
し

て
条
約
を
採
択
さ
せ
な
が
ら

批
准
し
な
い
無
責
任
と
家
内

労
働
法
に
反
す
る
回
答
へ
の

批
判
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

部
落
解
放
団
体
や
人
権
協

会
等
の
事
務
所
を
抱
え
自
由

な
交
流
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
隣
保
館
へ
の
補
助
の
停

止
な
ど
公
平
中
立
な
管
理
の

徹
底
と
と
も
に
、
利
用
者
の

利
便
性
を
考
慮
し
て
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
設
置
の
要
求
が
具

体
的
に
提
起
さ
れ
ま
し
た
。

　

介
護
保
険
報
酬
の
引
下
げ

が
介
護
事
業
所
の
倒
産
や
人

材
枯
渇
を
生
ん
で
お
り
、
職

員
処
遇
改
善
加
算
金
拡
大
と

増
額
の
対
策
等
の
行
政
支
援

要
求
等
に
対
す
る
明
確
な
回

答
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

自
由
な
交
流
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
隣
保
館
へ

　

中
島
純
男
副
議
長
を
責
任

者
に
行
わ
れ
た
厚
生
労
働
省

交
渉
で
は
、
職
業
安
定
局
・

労
働
基
準
局
・
児
童
家
庭
局

・
社
会
援
護
局
・
年
金
局
等

の
担
当
課
長
ら
に
多
岐
に
わ

た
る
14
項
目
の
要
求
で
回
答

を
求
め
ま
し
た
。

　

派
遣
労
働
者
の
雇
用
継
続

と
賃
金
引
き
上
げ
、
過
重
労

働
の
規
制
要
求
に
、
春
闘
で

２
％
以
上
の
賃
上
げ
、
平
成

27
年
度
に
過
重
労
働
特
別
監

察
官
設
置
な
ど
の
回
答
。

　

就
職
差
別
・
人
権
侵
害
根

絶
の
徹
底
要
求
に
は
、
経
営

団
体
と
企
業
主
に
指
導
資
料

配
布
・
指
導
の
回
答
。「
就

職
差
別
に
つ
な
が
る
恐
れ
」

の
件
数
は
27
年
度
１
３
０
６

件
・
面
接
時
の
不
適
切
質
問

｢

部
落
差
別｣

固
定
化
法
解
釈
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
を

渋川市のー器物破
損された道標ー

「
こ
れ
以
上
米
づ
く
り
は
続
け
ら
れ
な
い
」

管
理
徹
底
と
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
を
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部
落
問
題
に
関
わ
る

教
科
書
記
述
の
見
直
し
を
求
め
る

文科省

　

文
部
科
学
省
交
渉
は
、
吉

村
駿
一
副
議
長
を
代
表
に
各

県
代
表
16
人
が
参
加
、
省
側

か
ら
は
初
等
中
等
局
児
童
生

徒
課
な
ど
関
係
課
が
対
応
し

ま
し
た
。

　

私
学
助
成
金
の
増
額
で
は

平
成
29
年
度
４
３
０
４
億
を

確
保
、
学
校
施
設
の
耐
震
化

で
は
、
毎
年
補
助
単
価
の
改

定
を
行
い
、
平
成
29
年
度
も

建
築
単
価
を
引
き
上
げ
た
と

回
答
。
準
要
保
護
児
童
生
徒

の
就
学
援
助
の
国
庫
負
担
金

の
復
活
は
極
め
て
難
し
い
と

答
え
ま
し
た
。

　

給
食
費
の
無
償
化
に
つ
い

て
は
全
国
で
９
０
０
万
人
の

対
象
が
あ
り
財
源
確
保
が
難

し
い
と
回
答
。
児
童
生
徒
加

配
教
員
は
平
成
29
年
度
は
８

７
９
０
人
を
計
上
、
引
き
続

き
定
数
の
確
保
に
努
め
た
い

と
の
べ
ま
し
た
。
参
加
者
か

ら
は
義
務
教
育
は
無
償
の
原

則
、
食
育
の
観
点
か
ら
給
食

費
の
無
償
化
を
す
す
め
る
べ

き
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
深
刻
な
事
態
に
あ
る
青

年
の
就
職
難
に
関
わ
っ
て

は
、
若
者
の
自
死
、
ブ
ラ
ッ

ク
企
業
の
問
題
な
ど
が
起
き

て
い
る
、
し
か
も
労
働
法
制

を
理
解
し
て
経
営
し
て
い
る

人
は
本
当
に
少
な
い
、
高
校

生
段
階
か
ら
働
く
者
の
権
利

を
教
育
に
取
り
入
れ
る
よ
う

求
め
ま
し
た
。
省
は
、
厚
労

省
で
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
の
調
査

を
や
っ
て
い
る
、
政
府
あ
げ

て
働
き
方
改
革
に
取
り
組
ん

で
い
る
と
答
え
る
に
留
ま
り

ま
し
た
。

　

同
和
問
題
に
関
わ
る
教
科

書
記
述
の
問
題
で
は
、
今
日

で
は
何
の
わ
だ
か
ま
り
も
な

教
科
書
発
行
会
社
の
方
で
改

善
で
き
た
ら
」
と
の
答
弁
に

終
始
。
参
加
者
か
ら
は
、
教

科
書
を
通
じ
て
事
実
と
違
う

こ
と
が
子
ど
も
に
伝
わ
っ
て

い
る
実
態
が
あ
る
、
慰
安
婦

問
題
の
記
述
を
見
て
も
、
教

科
書
検
定
に
つ
い
て
の
説
明

は
実
際
と
は
違
う
の
で
は
な

い
か
と
の
批
判
が
出
さ
れ
ま

し
た
。

　

三
重
県
伊
勢
市
か
ら
出
さ

れ
た
小
学
校
の
先
生
が
地
域

の
教
育
集
会
所
に
出
か
け
て

４
年
か
ら
６
年
の
子
ど
も
た

ち
に
「
あ
な
た
は
部
落
民
で

す
よ
。
だ
か
ら
今
後
部
落
差

別
を
受
け
た
時
に
負
け
な
い

よ
う
に
勉
強
し
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
指
導
を
行
っ
て
い
る

が
、「
こ
れ
は
差
別
と
違
う

の
か
。
学
校
が
や
っ
た
ら
許

さ
れ
る
の
か
」
と
指
摘
。
省

側
は
「
我
々
、
実
情
を
何
も

把
握
し
て
い
な
い
の
で
軽
率

な
発
言
は
で
き
な
い
。
ご
要

望
は
承
っ
て
お
き
ま
す
」
と

答
え
ま
し
た
。
こ
う
し
た
省

側
の
対
応
に
「
そ
ん
な
逃
げ

口
上
を
文
科
省
が
言
っ
て
も

い
い
の
か
、
差
別
に
該
当
し

ま
す
と
言
え
ば
よ
い
だ
け
」

と
の
批
判
の
声
が
出
さ
れ
ま

し
た
。

「
住
ま
い
は
人
権
」

地
域
の
実
情
に
即
し
た

住
環
境
改
善
を
要
求

　

国
土
交
通
省
交
渉
は
、
中

島
純
男
副
議
長
を
責
任
者
に

各
県
代
表
14
人
が
出
席
。
省

側
は
内
田
純
夫
住
宅
局
住
環

境
整
備
室
長
を
は
じ
め
省
内

各
局
担
当
幹
部
13
人
が
対
応

し
ま
し
た
。

年
に
建
設
の
改
良
住
宅
は
、

狭
小
な
も
の
で
あ
り
、
質
を

向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
29
年

度
予
算
は
２
兆
円
を
確
保
。

地
域
の
実
情
に
即
し
て
や
っ

て
い
き
た
い
」
と
述
べ
ま
し

た
。

　

ま
た
、「
若
年
や
高
齢
者

の
単
身
世
帯
が
急
増
、
民
間

賃
貸
ア
パ
ー
ト
な
ど
に
入
居

者
に
対
し
て
家
賃
補
助
や
公

営
住
宅
入
居
に
あ
た
っ
て
の

身
元
保
証
人
制
度
の
確
立
」

要
求
に
対
し
て
、「
低
所
得

者
に
対
す
る
適
正
家
賃
も
慎

重
に
検
討
し
て
い
る
。
身
元

保
証
人
制
度
は
設
け
て
い
な

い
が
、
地
方
自
治
体
の
制
度

で
行
う
よ
う
通
知
し
て
い

る
」。「
公
営
住
宅
の
入
居
基

準
の
見
直
し
」
に
つ
い
て

は
、「
地
方
自
治
体
が
条
例

国交省

　

最
初
に
内
田
室
長
は
、

「
自
然
災
害
が
多
発
し
、
高

齢
化
・

少
子
化
対
策
や
、

『
空
き
家
』
も
活
用
し
て
有

意
義
な
住
環
境
改
善
に
取
り

組
む
」。

中
島
副
議
長
は

「
先
の
国
会
で
『
部
落
差
別

文科省と交渉

国交省と交渉

で
対
応
し
て
い
る
」
と
述
べ

ま
し
た
。

　

改
良
住
宅
に
関
連
し
て
、

家
賃
の
応
能
応
益
負
担
は
、

「
70
％
の
到
達
」。

エ
レ

ベ
ー
タ
ー
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
対
し
て
、「
前
進
的
な
事

例
を
紹
介
し
、
情
報
提
供
を

行
っ
て
い
き
た
い
」
と
述
べ

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
改
良
住
宅
が
１

０
０
戸
以
上
存
在
す
る
場
合

は
、「
保
育
所
や
福
祉
施
設

の
建
設
な
ど
、
そ
の
地
域
が

福
祉
の
拠
点
と
な
る
施
策
を

積
極
的
に
や
っ
て
い
く
」
と

回
答
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
「
住
宅
新
築
資
金

貸
付
に
伴
う
『
償
還
推
進
助

成
事
業
』
の
、
連
帯
保
証
人

が
死
亡
の
場
合
は
全
額
国
庫

負
担
」

要
求
に
対
し
て
、

「
国
と
地
方
自
治
体
が
行
う

の
が
ふ
さ
わ
し

い
」。「
住
宅
新

築
資
金
貸
付
事

業
に
係
る
府
県

別
償
還
率
（
平

都道府県

実施か所数

平成年度

27 26 25

北海道 0 1 1

栃木県 4 4 5

埼玉県 6 6 6

岐阜県
愛知県
三重県
滋賀県

1
2
16
16

1
2
14
16

1
2
15
16

京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県

18
20
3
34
3

20
22
4
35
3

22
23
8
35
4

鳥取県
島根県
広島県

12
1
7

12
1
7

12
1
7

徳島県
香川県
高知県
福岡県

16
1
17
46

16
1
21
16

18
1
20
46

佐賀県
熊本県
大分県
宮崎県

1
4
0
1

1
4
2
1

1
4
2
1

小計① 229 240 251

指定都市
中核市

実施か所数

平成年度

27 26 25

横浜市 4 3 3

名古屋市
京都市
大阪市
堺市
神戸市

6
14
36
4
4

7
14
36
4
4

7
12
36
4
4

岡山市
広島市
北九州市
福岡市

12
5
17
10

14
4
17
10

11
4
17
11

豊中市
高槻市
東大阪市

9
2
8

8
2
8

8
2
8

姫路市
尼崎市
奈良市

4
6
10

5
5
10

5
6
7

和歌山市
福山市
高松市

6
0
1

6
11
1

6
11
1

高知市
久留米市
大分市

6
1
1

8
1
1

6
1
1

小計② 166 179 171

合計（①+②）395 419 422

※実施か所数は、各年度国庫補助事業の交付

決定ベース

平成25～27年度　家庭支援推進保育事業

援護措置（雇用保険
上乗せ）支給実績

労働局

支給者数

平成年度

27 26 25

茨　城 3 3 3

福　井 3 1 2

長　野 4 4 8

三　重 16 27 25

滋　賀 77 73 95

京　都 58 59 68

大　阪 25 9 5

兵　庫 18 33 34

奈　良 8 13 22

和歌山 1 1 1

島　根 3 6 3

広　島 16 21 28

山　口 - - 4

徳　島 31 36 79

香　川 8 7 15

愛　媛 13 20 25

高　知 111 163 173

福　岡 267 312 326

佐　賀 2 3 4

熊　本 20 21 19

大　分 13 13 13

鹿児島 13 15 18

合　計 710 846 970

る
、
実
態
が
あ
る
」（
福
岡
）

と
の
指
摘
に
対
し
て
「
実
際

の
事
務
は
地
方
自
治
体
が
や

っ
て
い
る
が
、
当
該
市
に
実

態
を
聞
く
」
と
回
答
。

　

福
岡
の
Ｊ
Ｒ
柚
須
駅
の
改

良
工
事
に
関
し
て
、「
駅
舎

建
築
や
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
が

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
さ
れ
綺
麗

な
ホ
ー
ム
に
生
ま
れ
変
わ

り
、
住
民
か
ら
大
変
喜
ば
れ

て
い
る
。
利
用
客
が
増
え
駐

輪
所
の
整
備
が
遅
れ
て
い

る
」
と
し
て
、
Ｊ
Ｒ
九
州
へ

の
指
導
を
要
請
し
ま
し
た
。

　

交
渉
は
、「
一
定
前
進
的

な
内
容
と
、
な
お
、
課
題
も

あ
り
、
住
ま
い
は
人
権
の
立

場
か
ら
、
引
き
続
き
住
環
境

整
備
を
お
願
い
し
た
い
」
と

要
請
し
終
え
ま
し
た
。

切
実
な
実
態
を
訴
え

経産省

　

経
済
産
業
省
と
の
交

渉
は
、
橋
本
忠
巳
副
議

長
を
責
任
者
に
各
県
代

表
10
人
が
参
加
。
省
側

は
吉
村
直
泰
財
務
課
長

な
ど
関
係
各
課
が
対
応

し
ま
し
た
。

　

交
渉
団
は
消
費
税
率

の
引
き
下
げ
、
同
和
高

度
化
資
金
の
返
還
状
況

や
高
額
図
書
の
え
せ
同

和
行
為
の
一
掃
、
皮
革

産
業
振
興
対
策
事
業
を

大
幅
に
増
額
す
る
こ

と
、
東
日
本
大
震
災
の
復
旧

・
復
興
、
原
発
依
存
を
改
め

る
こ
と
な
ど
求
め
ま
し
た
。

　

省
側
は
同
和
高
度
化
資
金

債
権
回
収
に
つ
い
て
は
十
分

で
は
な
い
、
ま
た
、
え
せ
同

和
行
為
は
排
除
に
努
力
す
る

と
回
答
し
ま
し
た
。

　

群
馬
県
連
か
ら
、
放
射
線

量
で
の
危
険
性
の
指
摘
や
ト

ラ
ッ
ク
業
界
、
中
小
企
業
で

の
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
の
下
請
け

の
現
状
で
、
仕
事
が
少
な
く

な
り
、
運
転
手
も
年
々
減
り

続
け
て
い
る
と
指
摘
が
あ
り

ま
し
た
。
東
京
都
連
か
ら
、

靴
・
履
物
産
業
の
実
態
の
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。
靴
づ
く

り
の
収
入
は
10
万
以
上
あ
っ

た
が
、
今
は
２
万
以
下
と
切

実
な
実
態
が
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

各
県
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
求

に
対
し
、
前
向
き
な
回
答
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

福
島
の
復
興
に
つ
い
て
省

は
、
さ
ら
な
る
事
業
支
援
を

続
け
て
い
く
と
回
答
。
消
費

税
の
10
％
へ
の
引
き
上
げ
に

つ
い
て
は
、
低
所
得
層
の
社

会
保
障
充
実
策
を
と
る
と
し

て
４
月
の
増
税
を
否
定
し
ま

せ
ん
で
し
た
。

経産省と交渉

く
市
民
の
交
流
が
す

す
ん
で
い
る
事
実
を

踏
ま
え
る
こ
と
、

「
同
和
地
区
」「
被

差
別
部
落
」
が
現
在

も
存
在
す
る
か
の
よ

う
な
記
述
は
や
め
て

ほ
し
い
な
ど
５
点
に

わ
た
っ
て
教
科
書
記

述
の
問
題
を
指
摘
し

見
直
し
を
求
め
ま
し

た
。
省
は
、「
学
習

指
導
要
領
に
基
づ
い

て
教
科
書
発
行
会
社

が
発
行
し
て
い
る
。

解
消
推
進
法
』
＝
『
部

落
差
別
』
固
定
化
法
が

強
行
さ
れ
た
が
、
国
民

の
厳
し
い
批
判
が
反
映

し
て
、『
附
帯
決
議
』

が
つ
け
ら
れ
た
。
運
用

に
あ
た
っ
て
、
特
段
の

注
意
と
と
も
に
、
住
ん

で
良
か
っ
た
言
え
る
住

環
境
の
改
善
を
お
願
い

し
た
い
」
と
そ
れ
ぞ
れ

挨
拶
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
省
は
、
住
環

境
改
善
の
全
般
に
つ
い

て
、「
昭
和
40
年
～
50

成
27
年
度
末
）」

の
表
を
示
し
、
事

業
実
施
市
町
村
数

５
８
３
に
対
し

て
、
償
還
率
91
・

71
％
で
あ
る
と
回

答
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
一
部
自

治
体
で
「
改
良
住

宅
の
管
理
を
運
動

団
体
に
任
せ
て
い

靴
づ
く
り

収
入
激
減
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人
権
と
部
落（
同
和
）問
題
セ
ミ
ナ
ー

仁
比 

聡
平

「
法
案
に
道
理
な
い
」

国
会
論
戦
で
明
ら
か
に 要旨

来賓あいさつ

日
本
共
産
党
参
院
議
員

　

セ
ミ
ナ
ー
の
来
賓
あ
い
さ

つ
で
日
本
共
産
党
の
仁
比
聡

平
参
議
院
議
員
は
、
参
議
院

法
務
委
員
会
で
の
論
戦
を
ふ

り
か
え
っ
て
次
の
よ
う
に
語

り
ま
し
た
。

　

昨
年
５
月
か
ら
「
部
落
差

別
解
消
推
進
法
案
」
反
対
の

た
た
か
い
で
人
権
連
と
共
闘

し
て
き
た
。
同
法
は
12
月
16

「
共
産
党
の
い
う
通
り
、
考

え
さ
せ
ら
れ
た
」「
堂
々
と

反
対
は
凄
い
、
法
案
に
道
理

が
な
い
」
と
の
声
を
聞
い

た
。
し
か
し
法
が
で
き
た
こ

と
で
部
落
問
題
解
決
に
と
っ

て
新
た
な
障
壁
を
つ
く
り
だ

し
た
。

　

差
別
解
消
推
進
法
は
自
民

の
二
階
幹
事
長
と
「
解
同
」

に
よ
る
、
選
挙
絡
み
と
同
和

利
権
要
求
の
合
作
だ
。

　

自
民
は
「
共
産
の
主
張
は

一
理
も
二
理
も
あ
る
」
と
い

い
、
維
新
も
「
共
産
の
主
張

に
は
個
人
的
に
は
理
解
で
き

る
が
…
」
と
、
民
進
は
「
い

ろ
い
ろ
な
動
き
が
あ
っ
て
自

民
に
追
随
」
と
泣
き
ご
と
を

い
う
が
、
本
音
は
「
同
和
タ

ブ
ー
、
解
同
タ
ブ
ー
」
に
縛

ら
れ
ノ
ー
と
言
え
な
か
っ

た
。

　

共
産
党
は
「
断
固
廃
案
に

せ
よ
、
道
理
あ
る
論
戦
こ
そ

野
党
共
闘
の
ル
ー
ル
」
と
、

終
始
一
貫
主
張
し
た
。
参
議

院
の
質
疑
で
「
解
同
」
の
部

落
排
外
主
義
理
論
の
孤
立
化

を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
12
月

６
日
の
参
考
人
質
疑
で
は
人

権
連
の
新
井
さ
ん
が
「
社
会

問
題
と
し
て
の
部
落
問
題
は

基
本
的
に
解
決
し
た
」
と
の

説
明
と
、「
部
落
問
題
が
希

薄
化
し
て
い
る
が
差
別
は
今

な
お
酷
（
ひ
ど
）
い
」
と
い

う
「
解
同
」
書
記
長
の
説
明

と
の
対
比
で
、
そ
の
違
い
は

歴
然
と
し
て
い
た
。
だ
か
ら

法
案
提
案
者
は
①
糾
弾
は
認

め
な
い
②
実
態
調
査
は
旧
同

和
地
区
・
住
民
は
考
え
て
い

な
い
と
釈
明
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
86
年
の
地
対
協
の

意
見
具
申
、
全
解
連
の
国
民

融
合
の
４
つ
の
指
標
と
参
議

院
の
附
帯
決
議
は
同
義
の
も

の
。「
解
同
」
の
思
う
よ
う

に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
明

白
に
な
っ
た
。

　

今
年
は
差
別
永
久
化
法
を

撤
廃
さ
せ
、
格
差
と
貧
困
を

抜
本
的
に
改
善
、
地
域
か
ら

憲
法
を
活
か
す
社
会
を
つ
く

り
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

参
議
院
で
の
附
帯
決
議
を
厳
格
に
遵
守
さ
せ
、

「
民
間
運
動
団
体
の
行
き
過
ぎ
た
言
動
等
」を
許
さ
な
い

各地報告

　

差
別
解
消
推
進
法
の
附
帯

決
議
を
大
阪
に
照
ら
し
て
み

る
と
「
部
落
差
別
の
解
消
を

阻
害
し
て
い
た
要
因
に
対
す

る
対
策
を
講
じ
る
こ
と
」
は

ず
ば
り
大
阪
に
当
て
は
ま

る
。「
国
民
の
協
力
義
務
、

責
務
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い

な
い
」
の
は
長
年
に
わ
た
る

私
た
ち
の
運
動
の
成
果
と
弁

護
士
さ
ん
か
ら
意
見
を
い
た

だ
い
た
。

　

「
解
同
」
が
自
治
体
に
教

育
・
啓
発
、
意
識
調
査
、
実

態
調
査
、
部
落
差
別
規
制
条

例
の
制
定
を
求
め
る
な
ど
、

同
法
を
利
用
し
た
策
動
を
す

で
に
は
じ
め
て
い
る
が
、
大

阪
で
は
生
活
実
態
と
し
て
す

で
に
「
部
落
」
も
「
部
落
問

題
」
も
存
在
し
な
い
。「
解

同
」
の
策
動
を
許
さ
ず
、
法

廃
止
に
向
け
た
た
た
か
い
と

し
て
、
国
の
動
向
を
に
ら
み

な
が
ら
４
月
に
民
権
連
、
行

政
、
議
員
、
マ
ス
コ
ミ
、
労

組
、
民
主
団
体
な
ど
幅
広
く

呼
び
か
け
て
学
習
交
流
会
を

計
画
、
今
準
備
を
進
め
て
い

る
。
す
で
に
１
月
末
に
３
月

議
会
に
向
け
て
の
政
策
、
方

針
を
策
定
し
、
各
議
員
に
通

達
を
送
付
、
大
阪
民
主
新
聞

同
」
の
過
去
の
「
確
認
・
糾

弾
」
、
利
権
あ
さ
り
の
実
態

を
検
証
・
宣
伝
し
て
い
く
。

地
方
自
治
体
段
階
で
の
「
条

例
制
定
」
に
反
対
す
る
た
た

か
い
を
準
備
し
、
固
定
化
法

廃
止
の
要
望
書
づ
く
り
、
自

治
体
段
階
で
の
「
要
請
」
や

「
懇
談
」
を
積
極
的
に
す
す

め
る
。

　

福
岡
で
は
部
落
差
別
解
消

推
進
法
案
を
「
同
和
ゾ
ン
ビ

法
案
」
と
位
置
づ
け
昨
年
５

月
か
ら
部
落
問
題
解
決
の
逆

流
を
許
さ
な
い
と
し
て
市
民

学
習
を
重
視
し
て
き
た
。
８

月
に
は
県
下
の
地
方
議
員
学

習
会
で
法
案
の
問
題
点
を
訴

え
、
９
月
に
は
北
九
州
の
人

権
問
題
公
開
講
座
と
大
分
県

宇
佐
市
で
、「
な
ぜ
い
ま
ご

ろ
部
落
差
別
解
消
推
進
法
案

な
の
か
？　

自
民
党
の
政
治

的
背
景
を
検
証
す
る
」
と
の

学
習
会
を
開
催
。
北
九
の
講

座
に
は
仁
比
聡
平
参
議
院
議

員
も
参
加
、
国
会
報
告
を
し

て
も
ら
っ
た
。
11
月
の
福
岡

県
人
権
問
題
研
究
集
会
の
分

科
会
で
も
同
法
案
の
問
題
点

を
論
議
し
た
。

　

衆
議
院
法
務
委
員
の
藤
野

保
文
議
員
と
仁
比
議
員
ら
と

福
岡
県
の
同
和
行
政
の
負
の

実
態
を
県
や
筑
紫
４
市
１
町

の
関
係
議
員
ら
と
懇
談
し
、

実
態
を
検
証
。
衆
参
法
務
委

員
会
の
論
戦
に
役
立
て
た
。

特
に
参
議
院
法
務
委
で
の
仁

比
議
員
の
反
対
質
疑
に
福

岡
、
大
分
で
の
具
体
的
な
事

例
が
法
案
提
案
者
追
及
に
効

果
的
だ
っ
た
。

　

法
成
立
後
、
法
撤
廃
を
福

岡
県
へ
文
書
で
要
請
、
今
年

年
頭
に
は
県
下
60
の
地
方
自

治
体
に
要
請
文
書
を
送
付
、

宗
像
・
福
津
両
市
と
北
九
州

市
と
懇
談
し
、
法
撤
廃
の
国

へ
の
要
請
を
強
く
求
め
た
。

さ
ん
た
ち
１
２
１
名
が
賛
同

者
に
名
前
を
連
ね
て
く
れ

た
。
ま
た
、
署
名
、
衆
参
両

法
務
委
員
へ
の
要
請
を
重
点

的
に
取
り
組
ん
だ
。

　

神
戸
で
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ

ム
、
西
播
・

但
馬
で
学
習

会
、

東
播
で
は
「
固
定
化

法
」
反
対
連
絡
会
を
結
成
、

要
望
書
を
多
数
の
民
主
団
体

な
ど
に
郵
送
し
た
。

　

兵
庫
の
「
解
同
」
県
連
は

同
法
に
は
事
業
や
予
算
確
保

の
規
定
が
な
い
と
し
て
法
の

具
体
化
の
た
め
に
条
例
制
定

を
地
方
自
治
体
に
も
と
め
、

「
確
認
・
糾
弾
」
闘
争
を
継

続
す
る
方
針
を
掲
げ
て
い

る
。

　

人
権
連
兵
庫
県
連
の
こ
れ

か
ら
の
た
た
か
い
と
し
て
、

八
鹿
高
校
事
件
な
ど
「
解

神戸市にブレはなし

　

１
月
25
日
、
人
権
連
神
戸
人
権
交
流
協
議
会

は
、
法
律
の
制
定
し
た
後
、
早
速
神
戸
市
と
の

懇
談
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　

懇
談
の
席
上
神
戸
市
は
、
八
鹿
高
校
事
件
直

後
の
定
例
議
会
で
宮
崎
辰
雄
市
長
（
当
時
）
が

表
明
し
た
「
同
和
４
原
則
」
に
つ
い
て
説
明

し
、
①
公
正
・
民
主
・
公
開
の
同
和
行
政
を
支

え
た
行
政
の
主
体
性
を
堅
持
す
る
。
②
同
和
対

策
の
終
結
を
明
確
に
し
た
「
平
成
14
年
度
以
降

の
同
和
行
政
の
あ
り
か
た
」
を
堅
持
す
る
。
③

「
旧
同
和
地
区
」
の
改
善
と
自
立
促
進
は
一
般

対
策
を
充
実
し
て
行
う
と
、
新
法
が
で
き
て
も

従
来
の
基
本
方
針
に
変
わ
り
が
な
い
こ
と
を
明

言
し
ま
し
た
。

　

「
部
落
差
別
解
消
法
」
が
成
立
し
て
も
、
神

戸
市
に
ブ
レ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
施
行
に
な
っ
た

が
、
国
会
で
の
た

た

か

い

で
「

逆

流
」
は
思
う
よ
う

に
行
か
な
か
っ

た
。
自
公
民
の
多

数
の
議
員
か
ら

に
記
事
掲
載
の
相
談
も
あ
っ

た
。
国
民
融
合
を
国
民
の
も

の
に
す
る
た
め
に
「
社
会
問

民
権
連
委
員
長

谷
口 

正
暁

兵
庫
県
連
事
務
局
長

前
田 

武

　

「
部
落
差
別
固
定
化
法

案
」
の
廃
案
を
求
め
る
兵
庫

連
絡
会
を
結
成
、
新
井
事
務

局
長
に
来
て
も
ら
っ
て
学
習

会
を
開
い
た
。
機
関
紙
兵
庫

版
で
反
対
の
紙
上
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
を
行
い
労
組
・
民
主
団

体
の
代
表
、
学
者
、
弁
護
士

福
岡
県
連
事
務
局
長

植
山 

光
朗

で
「
部
落
問
題
」
は
教
え
な

い
こ
と
を
世
論
に
す
る
。

題
と
し
て

の
部
落
問

題
は
存
在

し
な
い
」

こ
と
、
小

中
・
高
校

神戸市と「部落差別解消法」で懇談する人権連＝1月25日、神戸市

新
法
制
定
も
方
針
に
変
わ
り
な
し

神戸人権交流協議会が｢部落差別解消法｣で市と懇談
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